
 

 

「最低賃金」と 

「定額残業代」 
 

◆平均で 14円の引上げに 
最低賃金が引き上げられます。

政府は、今年 10 月頃に予定して

いる平成 25 年度改定に合わせて、

最低賃金の額の引上げ方針を固め

ました。 

引上げ幅は全国平均で「14 円」

が目安とされています。現在の最

低賃金（時給）は、全国平均で 749

円ですので、763 円への引上げに

なります。今後はこれを目安に、

都道府県ごとの最低賃金が決定さ

れます。 

賃金の引上げに向けて、政府は

企業の内部留保が投資や賃金に回

るような誘導策を導入する方針で

す。一方、負担の大きい中小企業

に対しては、経営を過度に圧迫し

ない対応も慎重に検討していくと

しています。 

◆最低賃金に関する注意点 
パートやアルバイトの従業員が

いない企業でも、最低賃金には要

注意です。 

月給制の場合でも、基本給＋固

定的手当の総額を時間単価に直し

た場合、その額が最低賃金を下回

ると法違反となり罰金が科される

可能性があります。さすがにこの

基準自体はクリアしていることが

多いと思いますが、消費税引上げ

を見据えて最低賃金引上げの圧力

は強いようです。 

◆「定額残業代」の最近の傾向 
給与制度にはいろいろなものが

ありますが、導入している企業も

多い「定額残業代制度」には問題

点もあるようです。 

定額残業代の支払方法には、

（１）手当として支払う方式、（２）

基本給などに組み込んで支払う方

式などがあります。ここ数年で日

常茶飯事となった感のある未払残

業代訴訟では、これらの支払方法

によって、会社側の主張が認めら

れにくくなる場合があります。 

（１）については、就業規則や雇

用契約書に定めがあれば、裁判で

も定額残業代が認められやすい傾

向にあります。しかし（２）につ

いては特に問題が多く、裁判で否

定されることが多いようです。 

◆これから定額残業代を導入

する場合 
新たに定額残業代制度を導入しよ

うとする場合、その多くは労働条

件の不利益変更に該当することに

なります。その場合は、書面によ

る従業員との明確な合意が必要で

す。また、同意を得る前に、従業

員に対する説明会や個別面談を行

うなど、導入には周到な準備が必

要です。加えて、就業規則や雇用

契約書などの書式類、残業管理方

法の見直しについて準備しておき

ましょう。 

 

 

「社会保障制度改革国民会

議」が示した改革の方向性 
 

◆１年に及ぶ議論を経て報告

書提出 
2012 年に成立した「社会保障制

度改革推進法」により内閣に設置

されていた社会保障制度改革国民

会議は、８月５日に報告書を公表、

翌６日、安倍首相に提出しました。 

報告書では、各種給付を「全世

代型」の給付に見直すことが示さ

れました。これまで高齢者に対し

特に手厚い制度となっていたもの

を、若い世代向けの出産や育児に

関する保障を厚くし、高齢者でも

高所得者については相応の負担を

求め、現役世代に限らず幅広い世

代で負担を分かち合う方向に転換

するというものです。 

また、超高齢化社会に対応する

ため、来年４月から予定通り消費

税率を引き上げ、引上げ分を財源

として医療や介護の充実を図るこ

とを提言しています。 

以下、その主な内容を紹介します。 

◆医療保険・介護保険関連 
負担に関する見直しとして、

（１）70～74 歳の医療費につい

て、新たに 70 歳となる人から２割

負担とすること、（２）高所得者の

介護保険の利用者負担の引上げ、

（３）健康保険料の上限引上げ、

（４）75 歳以上の後期高齢者向け

医療費の支援金に「総報酬割」を

全面導入すること等が挙げられま

す。 

◆年金関連 
話題になっていた抜本改革は見

送られ、給付開始年齢の引下げに

ついても中長期的な議論として引

き続き検討を求めるにとどまりま

したが、（１）非正規労働者への適

用拡大、（２）高所得者に対する年

金減額、（３）デフレ下においても

給付増を抑制する機能が働くよう

にすること等が盛り込まれまし

た。 

◆少子化対策関連 
他の項目に比べると具体策に乏

しい印象ですが、（１）雇用保険の

育児休業給付の引上げ（厚生労働

省は５割→６割を検討）、（２）消

費税引上げ分を財源とした待機児

童解消策の実施等が盛り込まれま

した。 

 

 
 
 

社員にとって当然のことかもしれ

ません。 

しかし、給与はもちろん重要な

要素ですが、「仕事は大変でもや

りがいがある」、「仕事を通じて自

分の成長を実感できる」「仕事を

通じて社会の役に立てる」などと

感じてもらえる職場や業務を提供

することが、とても大切なのでは

ないでしょうか。 

今後、少子高齢化の進展により

人材が不足することが確実視され

ていますが、会社の発展のために、

どのような仕事を従業員に提供で

きるかがより重要になってくるこ

とでしょう。 

 

 

「労働者派遣制度」 

見直しに関する最新動向 
 

◆制度見直しの“３つの視点” 
厚生労働省の「今後の労働者派

遣制度の在り方に関する研究会」

（以下、「研究会」）は、８月６日

に開催された会合で報告書素案を

公表し、今後、労働政策審議会で

行われる見直しの議論のための方

向性や論点を示しました。 

この報告書素案では、これから

の制度検討の基本的視点として、

（１）派遣労働者の保護と雇用の

安定、（２）派遣労働者のキャリア

アップ推進、（３）労働者派遣制度

を労使双方にとってわかりやすい

ものとすること、が挙げられてい

ます。 

◆気になる「26 業務」や「派

遣期間」の行方は？ 

現行、正規社員の雇用を脅かす

おそれがないとして、ソフトウェ

ア開発や通訳、アナウンサーの業

務等の 26 の業務（以下、「26 業

務」）については、派遣期間の上

限が設けられていません。 

これらについては、専門業務の

枠組みをすべて廃止したうえで、

期間に上限を設けるかどうかは

派遣労働者と派遣元との間で締

結される雇用契約によって変え

られるようにし、有期雇用につい

てはすべての業務で派遣期間を

「最長３年」とすることが適当と

する案が示されました。 

そして、派遣期間については、

現在、派遣先の業務単位で制限が

設けられており、同一業務での派

遣の受入れは最長３年とされて

いますが、これを労働者個人ごと

の期間制限とし、前任者の有無に

かかわらず同じ部署で最長３年

まで働けることとする案が示さ

れました。 

◆来年の通常国会に改正法案

提出予定 
今後は、公表された報告書素案

をもとに 2013 年８月中に報告書

を作成し、労働政策審議会で労働

者派遣法の改正についての詳細

を検討したうえで、2014 年の通

常国会に改正法案を提出するこ

とが予定されています。 

派遣労働者を利用している事

業所にとっては、労働者派遣制度

をめぐる法規制が大きく変更さ

れる可能性がありますので、今後

の動向に注目する必要があるで

しょう。 

 

転職者は転職に際して 

何を重視している？ 
 

◆人材確保のためには何が必要？ 
アベノミクス効果などにより景

気が上向きつつある現在、転職を

希望する人も徐々に増えてきてい

るようです。 

企業が「優秀な人材」「望む人

材」「欲しい人材」を獲得するため

には、転職者に「この会社に行き

たい」と思ってもらわなければな

りません。 

それでは、転職者は何を求めて

（何を理由に「この会社に行きた

い」と思って）転職をするのでし

ょか？ 

◆調査結果から 
日本経済新聞社と NTT コムオ

ンライン・マーケティング・ソリ

ューションが共同で、転職に関す

る意識調査を実施しましたが、そ

の結果によると、「転職の条件で

重視するもの」（３つまで回答）の

回答の上位７つは以下の通りだっ

たそうです。 

（１）給与水準 

（２）会社の将来性 

（３）福利厚生 

（４）職場の人間関係 

（５）スキルやキャリアを磨ける

可能性 

（６）職務やポスト 

（７）会社の社会的貢献度 

◆「給与以外」で重要な要素 
やはり１位はダントツで「給与

水準」（82.2％）でした。「どうせ

仕事をするなら、できるだけ高い

給与が欲しい」と考えるのは、会
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